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助成制度について 

■子育て世帯空き家リノベーション事業 

◇補助要件 

・補助対象が子育て世帯であること（中学生までの子がいる世帯） 

・居住の用に供する建築物であること 

・空き家バンクを通じて取得した空き家であること。 

・10年以上居住すること。 

・耐震性が確保されていること。 

・補助上限は、200万円とする。（下記は、補助割合等一覧表） 

 申請者 国 県 市 

昭和 56年 6月 1日以降の建物又は新耐震基準に適合しているもの 1/3 1/3 1/6 1/6 

 

例） 

  申請者 補助 補 

助 

の 

内 

訳 

国 県 市 

昭和 56年 6月 1日

以降の建物又は新

耐震基準に適合し

ているもの 

負担割合 1/3 2/3 1/3 1/6 1/6 

事業費 900千円の場合（千円） 300 600 300 150 150 

事業費3,000千円の場合（千円） 1,000 2,000 1,000 500 500 

事業費4,000千円の場合（千円） 2,000 2,000 1,000 500 500 

※裏面：「滋賀県子育て支援世帯空き家リノベーション事業費補助金」のパンフレット（滋賀県住宅課作成） 

 

■特定空家等除却支援事業 

◇補助要件 

・栗東市内にある特定空家等と認定された空家等であること。 

・個人名義であること。 

・現に使用されていない建築物で、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがないこと。 

・土地等について所有者が明確であり、所有者以外の権利設定がないこと。 

・土地郎における一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。 

・栗東市内にある補助金の額は、工事に要する経費の 5分の 1の額とし、補助金の上限は 20万円（下

記は、補助割合等一覧表）とする。 

 申請者 市 

特定空家等 4/5 1/5 

 

例） 

  申請者 市 

特定空家等 

負担割合 4/5 1/5 

事業費 80千円の場合（千円） 64 16 

事業費 100千円の場合（千円） 80 20 

事業費 150千円の場合（千円） 130 20 
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（参考）『滋賀県子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金』のパンフレット 


